
 
平成 25年4月 30日 

各   位 

 

      会 社 名  栗 田 工 業 株 式 会 社 

      代表者名  代表取締役社長  中井 稔之 

      （コード 6370 東証・大証第1部） 

      問合せ先  企画部長     森  博明 

  （TEL. 03－6743－5336） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 25年4月 30日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を平成 25年6月

27日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１．定款変更の目的 

（１）市場環境の変化に対応し、取締役の経営に対する緊張感を高め、経営体制の見直しを機動的かつ柔

軟に行いやすくするため、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することとし、現行定款第 19 条

（取締役の任期）につき所要の変更を行うものです。 

 

（２）株主利益の尊重、経営の透明性向上を目指して、社外人材の活用を円滑にするため、社外取締役お

よび社外監査役との責任限定契約の締結を可能にするものとし、現行定款に変更案第 25 条（社外取

締役の責任限定）および変更案第 34 条（社外監査役の責任限定）を新設するものです。なお、変更

案第 25 条の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

 

（３）上記変更にともない、条数の繰り下げを行うものです。 

 

２．定款変更の内容 

 変更の内容は別表の通りです。 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会開催日  平成 25年6月 27日(予定) 

 定款変更の効力発生日   平成 25年6月 27日(予定) 

以上 



 

別表 定款内容の変更案 

 （下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

 

第1条～第18条 （記載省略） 

 

第19条（取締役の任期） 

 取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任

取締役の任期の満了する時までとする。 

 

第20条～第24条 （記載省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第25条～第32条 （記載省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第33条～第39条 （記載省略） 

 

 

第1条～第18条 （現行どおり） 

 

第19条（取締役の任期） 

 取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任

取締役の任期の満了する時までとする。 

 

第20条～第24条 （現行どおり） 

 

第25条（社外取締役の責任限定） 

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締

役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第26条～第33条 （現行どおり） 

 

第34条（社外監査役の責任限定） 

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査

役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第35条～第41条 （現行どおり） 

 

 

 

（以下空白） 

 


